
気象等の特別警報の発表基準

令和８年５月29日からの新たな防災気象情報の運⽤開始に合わせ、レベル５大雨特別警報・レベル５土
砂災害特別警報・レベル５高潮特別警報・レベル５氾濫特別警報の発表基準を以下のとおりとします。

現行

発表名称 特別警報の発表基準

大雨特別警報
（浸水害）

台風や集中豪雨により数⼗年に⼀度の
降雨量となる大雨が予想される場合

大雨特別警報
（土砂災害）

高潮特別警報 数⼗年に⼀度の強度の台風や同程度
の温帯低気圧により高潮になると予想
される場合

新基準

発表名称 特別警報の発表基準
（赤字は現在からの変更点又は新設）

レベル５
大雨特別警報

台風や集中豪雨等により
浸水害の起こるおそれが著しく大き
い降雨量に相当する大雨が予想さ
れる場合

レベル５
土砂災害特別警報

台風や集中豪雨等により
土砂崩れの起こるおそれが著しく大
きい降雨量に相当する大雨が予想
される場合

レベル５
高潮特別警報

台風や温帯低気圧等に伴う海⾯の
異常上昇により
浸水害の起こるおそれが著しく大きく
なることが予想される場合

レベル５
氾濫特別警報

台風や集中豪雨等により
河川の氾濫の起こるおそれが著しく
大きくなることが予想される場合※

※洪水予報河川（*注）以外の河川については、レベル５大雨特別警報の中で扱います。
（*注）気象庁が国土交通省または都道府県の機関と共同して、区間を決めて水位または流量を示した洪水の予報を行うことをあらかじめ指定した河川
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⇒ 上記の発表基準に基づく特別警報の運⽤にあたって、過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標
（次ページ参照）を設け、これらの実況及び予想に基づいて発表の判断を行います。



気象等の特別警報の指標

発表名称 特別警報の指標

レベル５
大雨特別警報

以下の①又は②を満たすと予想される状況において、激しい雨がさらに降り続くと予想される場合

①表⾯雨量指数において、「災害がすでに発生している可能性が極めて高い値」以上となる１キロメートル四方の
格子が概ね30個以上まとまって存在

②流域雨量指数において、「災害がすでに発生している可能性が極めて高い値」以上となる１キロメートル四方の
格子が概ね20個以上まとまって存在

レベル５
土砂災害特別警報

60分雨量及び土壌雨量指数の組み合わせにおいて、「災害がすでに発生している可能性が極めて高い値」以上と
なる１キロメートル四方の格子が概ね10個以上まとまって存在し、激しい雨がさらに降り続くと予想される場合

レベル５
高潮特別警報

水位又は潮位が「高潮による浸水害の起こるおそれが著しく大きくなる値」以上となり、かつその状況が継続すると予
想される状況、若しくは高潮による浸水害が発生している状況

レベル５
氾濫特別警報

水位が「河川の氾濫の起こるおそれが著しく大きくなる値」以上となり、かつその状況が継続すると予想される状況、
若しくは氾濫が発生している状況※

暴風特別警報
中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上*の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想され
る場合
*沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気圧910hPa以下又は最大風速60m/s以上

波浪特別警報
中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上*の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想され
る場合
*沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気圧910hPa以下又は最大風速60m/s以上

暴風雪特別警報
中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予
想される場合

大雪特別警報
府県程度の広がりをもって50年に⼀度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の降雪が丸⼀日程度以上続くと予
想される場合

※洪水予報河川（*注）以外の河川については、レベル５大雨特別警報の中で扱います。
（*注）気象庁が国土交通省または都道府県の機関と共同して、区間を決めて水位または流量を示した洪水の予報を行うことをあらかじめ指定した河川 2

赤字：現在からの変更点又は新設
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